
 

 

・アフターコロナ対応経営革新推進事業補助金(広島県) 

対象：新事業展開（デジタル化を含む）などを図るための設備投資や、人材育

成、販路開拓に取り組む県の経営革新計画の承認を受けている事業者 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/75/after-keikaku.html(広島県

HP) 

 

・福山市生産性向上設備等導入支援事業補助金(福山市) 

対象：以下の１～８を満たす福山市内の中小企業，小規模事業者または個人 

１．法人においては，福山市内に本店または主たる事業所がある者 

２．個人事業者においては，福山市内で事業を行っている者 

３．業況の好転のための生産性向上の取組を新たに開始する者 

４．暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）に規定する暴力団関係者ではない者または遊興娯楽業のうち風俗関連業，

ギャンブル業，賭博等，社会通念上適切でないと判断される事業を行っていな

い者 

５．補助対象として申請した経費（エコタイヤ等の導入費用を除く。）に関し

て，国，県，市町及び各種産業支援機関が実施する他の制度（補助金等）から

補助を受けていない者 

６．福山市の市税を納税する義務のある者 

７．福山市の市税に滞納がなく，市税の納付状況を調査されることについて同

意する者 

８．今後も事業を継続する意思がある者 

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/sangyou/265986.html(

福山市HP) 

 

広島県助成金・支援金・助成金 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/75/after-keikaku.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/sangyou/265986.html

